
国民年金からのお知らせ

老齢基礎年金を受給するには…
　原則として、『受給資格期間』（次の①～⑥）の合算期間が１０年以上ある場合に受給権が発生します。

① 保険料納付済み期間　・　② 保険料全額免除期間　・　③ 保険料納付猶予期間
④ 第 2号被保険者期間（厚生年金や共済年金等の被用者年金制度加入期間）　
⑤ 第 3号被保険者期間（昭和６１年４月以降で、④の方に扶養される配偶者） 
⑥ 合算対象期間（カラ期間…国民年金の強制加入対象ではなかった期間等）
　　（例）昭和６１年３月以前で、厚生年金等に加入していた方の配偶者等

※保険料の一部免除を受けていて、納付すべき保険料が未納の場合は、受給資格期間とはなりません。なお、
受給額は受給資格期間や、保険料納付状況等で異なります。
※１０年以上の受給資格期間を満たしていない方は、任意加入することで受給権が発生する場合があります。

「任意加入」…60 歳から 65 歳までの期間に、ご自身の申し出により国民年金に加入し、保険料を納付することができる制度

ご存じですか？国民年金基金制度

　国民年金基金は、国民年金法に基づく公的な個人年金制度であり、国民年金第１号被保険者である自営業の
方などが老後に受け取る老齢基礎年金と合わせて受け取ることで、より豊かな老後の保障を目的として創設さ
れたものです。

　① 掛金の全額が社会保険料控除の対象となり、所得税や住民税が軽減されます。
　② 加入時に将来受給できる年金額があらかじめ分かるため、老後の生活設計が立てやすくなります。
　③ 少ない掛金・自由なプランで始められ、加入後もライフサイクルに応じて月々の掛金を変更できます。

◎加入によるメリット

◎加入条件・資格
　道内に住所を有する国民年金第１号被保険者、または６０歳以上６５歳未満の方で国民年金に任意加入され
　ている方。（ただし、農業者年金に加入中の方や国民年金保険料を免除されている方は加入できません。）

　詳細・問合せ　北海道国民年金基金 フリーダイヤル　 ☎０１２０－６５－４１９２

　申請・問合せ　福祉課 福祉グループ　 ☎２１－２１２０

　問合せ　福祉課 福祉グループ　　　　　☎２１－２１２０
　　　　　小樽年金事務所 国民年金課　　☎０１３４-２３-４２３６

〇新型コロナウイルス感染症の影響による減収を事由とする国民年金保険料免除について

　新型コロナウイルス感染症の影響により国民年金保険料の納付が困難となった場合の臨時特例措置として、国
民年金保険料の特例免除申請受付手続きを行っております。詳細につきましては次の連絡先まで問合せ願います。

　問合せ　子育て・健康推進課　子育て推進グループ　 ☎２１ー２１２２

　「児童扶養手当の現況届」は、年に１回、児童扶養手当を受給しているすべての方に提出していただき、受
給資格を再審査するための書類です。
　受給者の方には、必要な書類を７月末に送付しておりますので、期限までに提出してください。
　現況届の提出がない場合は、８月以降の児童扶養手当が支給できないことがありますので、お忘れのないよ
うお願いします。
　　
　　 提出期限　令和４年８月３１日（水）

児童扶養手当の現況届の提出について

※国民年金第１号被保険者とは、２０歳以上６０歳未満の自営業者、農業・漁業者、学生及び無職の方とその配偶者の方です。
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